
見附市告示第１２６号 

見附市消防救急業務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年９月８日 

                    見附市長  稲 田  亮 

見附市消防救急業務取扱規程の一部を改正する規程 

見附市消防救急業務取扱規程（平成２９年見附市告示第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別記様式第３号見附消防救急連絡票（医療機関控用）中 

「 

                            」を 

「 

                            」に、 

 同様式見附消防救急連絡票（救急隊返送用）中 

「 

                            」を 

「 

                            」に、 

「                            

 

 

 

 

」を 

「                            

 

 

 

 

」に改める。 

　　　　　　　　　　　　　　県　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　　　　　　町住  所

　　　　　　　　　　　　　　県　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　　　　　　住  所

　　　　　　　　　　　　　　県　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　　　　　　町住  所

　　　　　　　　　　　　　　県　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　　　　　　住  所

県  市  町   丁目  番  号  番地 



 別記様式第４号中 

「 

                            」を 

「 

                            」に、 

「 

                            」を 

「                            

」に、 

「                            

」を 

「                            

」に、 

「 

                            」を 

「 

                            」に改める。 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に交付されている改正前の規程に定める別記様式第３

号については、当分の間、これを使用することができる。 

 


